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２００１．１０．２１（４）

介
護
保
険
料
軽
減

を
拡
大
し
ま
す

介
護
保
険
は
高
齢
者
の
介
護
を
社
会

全
体
で
支
え
る
制
度
で
、
介
護
サ
ー
ビ

ス
に
要
す
る
財
源
の
一
部
は
、
保
険
料

と
し
て
６５
歳
以
上
の
第
１
号
被
保
険
者

の
方
全
員
に
負
担
し
て
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。

保
険
料
は
、
１０
月
か
ら
軽
減
の
特
別

対
策
が
終
了
し
、
本
来
の
額
に
な
り
ま

し
た
。

市
で
は
、
今
ま
で
災
害
な
ど
に
よ
り

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
方
に

対
し
、
介
護
保
険
料
の
軽
減
を
行
っ
て

き
ま
し
た
。
１０
月
１
日
か
ら
は
新
た
に

次
の
要
件
全
て
に
該
当
す
る
第
１
号
被

保
険
者
に
軽
減
を
拡
大
し
ま
し
た
。

�１
世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税
（
第
２

段
階
以
下
で
、
生
活
保
護
受
給
者
・
介

護
福
祉
施
設
入
所
者
を
除
く
）

�２
年
間
収
入
が
生
活
保
護
基
準
以
下

�３
市
民
税
課
税
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
な

い�４
市
民
税
課
税
者
と
生
計
を
共
に
し
て

い
な
い

�５
資
産
等
を
活
用
し
て
も
な
お
、
生
活

が
困
窮
し
て
い
る

�６
第
２
段
階
の
方
は
、
６５
歳
以
上
の
方

の
医
療
保
険
及
び
介
護
保
険
（
合
計
を

含
む
）
で
高
額
（
月
額
１
万
円
以
上
）

の
自
己
負
担
が
あ
る

軽
減
の
割
合
は
、
第
２
段
階
の
方
は

第
１
段
階
の
金
額
に
、
第
１
段
階
の
方

は
２
分
の
１
に
な
り
ま
す
。
申
請
方
法

等
詳
し
い
内
容
は
高
齢
者
介
護
課
に
お

問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

※
保
険
料
を
１
年
以
上
滞
納
す
る
と
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
よ
う
と
す
る
際
、

給
付
が
制
限
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
に
ご
注

意
下
さ
い
。

�問
高
齢
者
介
護
課
�
７
２
１
・
３
１
１

０国
民
年
金

こ
ん
な
時
こ
ん
な

手
続
き
が
必
要
で
す

☆
会
社
等
を
退
職
し
た
と
き

退
職
日
の
翌
日
が
国
民
年
金
の
加
入

日
と
な
り
ま
す
。
印
鑑
、
年
金
手
帳
の

ほ
か
に
離
職
票
等
、
退
職
日
の
分
か
る

も
の
を
お
持
ち
下
さ
い
（
口
座
振
替
に

よ
る
納
付
を
ご
希
望
の
方
は
、
預
貯
金

通
帳
と
通
帳
届
出
印
を
お
持
ち
下
さ

い
）。被扶

養
配
偶
者
の
い
る
方
は
、
そ
の

方
の
手
続
き
も
必
要
で
す
。

☆
厚
生
年
金
や
共
済
年
金
に
加
入
し
て

い
る
配
偶
者
の
扶
養
に
入
っ
た
と
き
、

ま
た
は
扶
養
か
ら
抜
け
た
と
き

☆
配
偶
者
の
年
金
制
度
が
変
わ
っ
た
と

き�問
国
民
年
金
課
�
７
２
４
・
２
１
２
７

ひ
な
た
村

利

用

予

約

【
カ
リ
ヨ
ン
ホ
ー
ル
】

２
０
０
２
年
５
月
分
の
カ
リ
ヨ
ン
ホ

ー
ル
利
用
者
の
抽
選
会
を
行
い
ま
す
。

１１
月
４
日
（
日
）
午
前
９
時
ま
で
に
使

用
料
金
を
お
つ
り
の
な
い
よ
う
に
お
持

ち
に
な
り
、
ひ
な
た
村
へ
お
集
ま
り
下

さ
い
。

な
お
、
７
日
〜
９
日
は
休
業
日
の
た

め
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

※
同
ホ
ー
ル
で
は
金
銭
を
徴
収
し
て
の

催
し
は
で
き
ま
せ
ん
。

【
プ
ロ
グ
ラ
ム
サ
ー
ビ
ス
】

２
０
０
２
年
１
月
分
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
抽
選
会
を
行
い
ま

す
。
１１
月
４
日
（
日
）
午
前
１０
時
ま
で

に
ひ
な
た
村
へ
お
集
ま
り
下
さ
い
。

な
お
、
１
月
４
日
ま
で
は
年
始
休
業

日
の
た
め
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

※
プ
ロ
グ
ラ
ム
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き

る
の
は
１
日
１
団
体
の
み
で
す
。

※
ひ
な
た
村
は
、
毎
週
火
曜
日
、
祝
日

の
翌
日
が
お
休
み
で
す
。

�問
ひ
な
た
村
�
７
２
２
・
５
７
３
６

高
齢
化
社
会
の
進
む
中
で
「
高
齢
者

に
な
っ
て
も
障
害
を
持
っ
て
も
住
み
続

け
ら
れ
る
住
ま
い
づ
く
り
」
は
大
き
な

テ
ー
マ
で
す
。
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
は

５
月
の
住
宅
展
示
場
見
学
・
７
月
の
市

民
学
習
会
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
テ
ー
マ

の
対
応
策
を
紹
介
し
ま
す
。

【
改
修
は
対
策
の
一
部
分
と
認
識
】

�１
６０
代
か
ら
の
生
活
は
、
想
像
以
上
に

変
化
が
激
し
い
。
身
体
機
能
の
衰
え
や

病
気
・
家
族
構
成
等
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー

ジ
変
化
に
柔
軟
に
対
応
で
き
る
住
ま
い

づ
く
り
を
あ
ら
か
じ
め
考
え
て
お
く

�２
日
本
の
住
宅
は
こ
れ
ま
で
障
害
者
や

高
齢
者
の
こ
と
を
あ
ま
り
考
え
な
か
っ

た
が
、
こ
れ
か
ら
は
視
点
を
変
え
て
十

分
に
対
策
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

【
連
携
の
大
切
さ
】

�１
病
状
が
進
ん
で
か
ら
の
改
修
は
無
理

が
出
や
す
く
、
予
防
的
対
応
（
早
め
の

準
備
）
が
一
層
望
ま
れ
る

�２
バ
リ
ア
フ
リ
ー
と
い
う
考
え
方
は
、

「
そ
こ
で
暮
ら
す
人
間
を
中
心
に
」
成

り
立
っ
て
い
る
。
何
が
バ
リ
ア
フ
リ
ー

な
の
か
、
当
事
者
の
視
点
で
き
ち
ん
と

認
識
し
な
い
と
い
け
な
い

�３
医
療
機
関
の
協
力
も
得
る
↓
身
体
状

況
・
病
状
変
化
と
家
づ
く
り
の
ア
ド
バ

イ
ス
を
得
る

【
改
修
の
ポ
イ
ン
ト
例
】

�１「
動
き
や
す
い
シ
ン
プ
ル
間
取
り
」、

「
回
遊
性
の
あ
る
動
線
計
画
」、「
段
差

解
消
」、「
ゆ
っ
た
り
通
路
」、「
使
い
や

す
い
設
備
機
器
」、「
福
祉
用
具
の
活

用
」、「
視
覚
的
な
配
慮
」
等
の
基
本
構

想
を
取
り
入
れ
た
設
計
プ
ラ
ン

�２
玄
関
回
り
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
工
夫

で
快
適
な
状
況
に
変
え
る
↓
ス
ロ
ー
プ

の
利
用
な
ど

�３
理
想
的
な
階
段
を
考
え
る
↓
種
類
・

形
状
・
蹴
上
げ
・
高
さ
・
踏
み
面
・
幅

・
手
す
り
・
ラ
イ
ト
な
ど

�４
快
適
な
ト
イ
レ
を
考
え
る
↓
ト
イ
レ

の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
は
健
康
に
大
き
な
影

響
を
与
え
る

�５
浴
室
・
洗
面
所
の
バ
リ
ア
解
消

【
改
修
支
援
シ
ス
テ
ム
の
活
用
】

�１
介
護
保
険
で
受
け
ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス

制
度
を
知
っ
て
お
く

�２
住
宅
改
修
に
関
わ
る
補
助
制
度
を
、

理
解
し
て
お
く

�３
各
地
域
の
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

な
ど
、
相
談
機
関
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
網
の

活
用

※
詳
し
く
は
高
齢
者
介
護
課
（
�
７
２

４
・
２
１
４
０
）
へ
。

◇

い
く
ら
段
差
を
無
く
す
改
修
を
し
て

も
、
使
う
側
に
自
立
し
よ
う
と
い
う
気

持
が
無
い
と
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
。
障

害
を
持
っ
た
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
依
頼
心
が

強
ま
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
家
族
や

周
囲
の
友
人
・
知
人
達
が
力
を
合
わ
せ

理
解
の
う
え
、
こ
の
問
題
に
取
り
組
む

事
が
大
切
で
す
。

�問
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
�
７
２
５
・
８

８
０
５

教
育
相
談
所
で
は
、
毎
月
出
張
教
育

相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

不
登
校
、
非
行
、
勉
強
や
進
路
の
悩

み
、
親
と
子
の
関
係
な
ど
で
お
困
り
の

方
は
、
お
気
軽
に
ご
相
談
下
さ
い
。
専

門
の
相
談
員
が
お
答
え
し
ま
す
。

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守
し
ま

す
。

○
時
間

午
前
１０
時
〜
正
午

※
相
談
希
望
の
方
は
、
前
も
っ
て
お
電

話
下
さ
い
。

�問
教
育
相
談
所
�
７
２
３
・
４
３
９
６

【
自
然
休
暇
村
・
２
０
０
２
年
１
月
分
】

「
星
の
ふ
る
さ
と
」
長
野
県
川
上
村

に
あ
る
自
然
休
暇
村
は
、
町
田
か
ら
車

で
約
４
時
間
。

豊
か
な
大
自
然
を
ご
堪
能
下
さ
い
。

今
回
受
付
を
す
る
利
用
日
は
、
１
月
４

日
〜
３１
日
で
す
。

※
１
月
８
〜
１０
日
、
１６
日
、
１７
日
、
２１

日
、
２３
日
、
２４
日
、
２８
日
、
２９
日
は
休

館
日
等
の
た
め
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

○
利
用
で
き
る
方

市
内
在
住
、
在
勤

の
方
と
そ
の
家
族

※
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
、
朝
夕
２
食
２
０

０
０
円
で
食
事
を
提
供
し
ま
す
（
要
予

約
）。

※
キ
ャ
ビ
ン
は
冬
季
閉
鎖
中
で
す
。

※
１１
月
、
１２
月
分
の
空
室
状
況
に
つ
い

て
は
電
話
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

【
大
地
沢
青
少
年
セ
ン
タ
ー
・
２
０
０

２
年
２
月
分
】

緑
豊
か
な
自
然
の
な
か
で
楽
し
く
野

外
活
動
を
し
て
い
た
だ
く
施
設
で
す
。

自
然
の
地
形
に
合
わ
せ
、
キ
ャ
ビ
ン
、

テ
ン
ト
サ
イ
ト
、
野
外
炊
事
場
、
工
芸

小
屋
等
が
点
在
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
本
館
は
防
音
施
設
も
完
備
さ

れ
、
楽
器
の
練
習
等
も
で
き
ま
す
。

今
回
受
付
を
す
る
利
用
日
は
、
１２
月

１
日
〜
２８
日
で
す
。

※
月
曜
日
の
午
後
並
び
に
火
曜
日
及
び

２
月
１３
日
は
休
館
で
す
。

※
市
の
事
業
等
実
施
の
た
め
、
利
用
で

き
な
い
日
が
あ
り
ま
す
。

○
予
約
で
き
る
方

市
内
在
住
ま
た
は

在
勤
、
在
学
の
方
が
過
半
数
の
グ
ル
ー

プ
ま
た
は
個
人

◇

○
申
し
込
み

１１
月
１
日
（
木
）
午
前

９
時
ま
で
に
、
森
野
分
庁
舎
１
階
大
地

沢
青
少
年
セ
ン
タ
ー
（
�
７
２
４
・
２

１
３
１
）
ま
で
お
い
で
下
さ
い
。
午
前

９
時
ま
で
に
お
い
で
い
た
だ
い
た
方
を

同
着
と
見
な
し
、
利
用
日
が
重
複
し
定

室
を
超
え
た
場
合
は
抽
選
を
行
い
ま

す
。午

前
１０
時
３０
分
以
降
は
電
話
で
の
予

約
を
受
け
付
け
ま
す
。

※
市
内
在
住
の
方
は
、「
相
模
原
市
民

た
て
し
な
自
然
の
村
」（
長
野
県
北
佐

久
郡
立
科
町
大
字
芦
田
八
ケ
野
字
赤
沼

平
―
女
神
湖
の
近
く
）
も
利
用
で
き
ま

す
。申

し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
は（
財
）

相
模
原
市
都
市
整
備
公
社
・
け
や
き
会

館（
�
０
４
２
・
７
５
３
・
３
３
３
３
）

へ
。

青
少
年
委
員
は
教
育
委
員
会
よ
り
委

託
さ
れ
、
市
内
２４
地
区
を
拠
点
に
地
域

・
学
校
・
行
政
と
の
パ
イ
プ
役
と
し
て

活
動
し
て
い
ま
す
。

青
少
年
が
夢
を
持
ち
、
夢
の
実
現
に

向
か
っ
て
進
ん
で
い
っ
て
ほ
し
い
、
自

身
の
力
を
存
分
に
発
揮
し
て
ほ
し
い
、

と
い
っ
た
思
い
か
ら
様
々
な
機
会
を
提

供
し
、
青
少
年
活
動
を
支
援
し
ま
す
。

青
少
年
活
動
に
つ
い
て
の
相
談
等
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
お
近
く
の
青
少
年
委
員

ま
た
は
事
務
局
（
�
青
少
年
課
、�
７

２
４
・
２
１
８
２
）へ
ご
連
絡
下
さ
い
。

出張教育相談
１１
月
１
日（
木
）�
な
る
せ
駅
前
市
民
セ
ン
タ
ー

１１
月
６
日（
火
）�
鶴
川
市
民
セ
ン
タ
ー

１１
月
８
日（
木
）�
子
ど
も
セ
ン
タ
ー
ば
あ
ん

１１
月
１３
日（
火
）�
堺
市
民
セ
ン
タ
ー

１１
月
１５
日（
木
）�
忠
生
市
民
セ
ン
タ
ー

長
生
き
す
る
た
め
の
住
ま
い
づ
く
り

こ
ん
に
ち
は

青
少
年
委
員
で
す

自 然 休 暇 村
２００２年１月分の利用
大地沢青少年センター
２００２年２月分の利用
１１月１日から受け付け

地 区
原 町 田
町 田 中 央
森 野
本 町 田
藤 の 台
町 田 東
玉 川 学 園
南 第 一
南 第 二
南 第 三
南 第 四
つ く し 野
成 瀬 台
鶴 川 第 一
鶴 川 第 二
鶴 川 第 三
忠 生 第 一
忠 生 第 二
忠 生 第 三
忠 生 第 四
忠 生 第 五
忠 生 第 六
小 山
相 原

氏 名
吉川 晶子
大久保 和江
黒川 博美
西田 昭子
宮地 悦子
菊池 道子
中條 尚子
加藤 一
沖 悦子
五十嵐 洋子
大貫 次枝
倉光 典子
丹羽 奈津子
�橋 初枝
藤井 優子
鈴木 清美
古屋 好子
�村 こずえ
中丸 菜穗子
勝俣 節子
萱沼 明美
中楯 芳子
望月 久子
後藤 圭子

自然休暇村利用案内
使 用 料
１泊１室 ８，０００円

大地沢青少年センター利用案内
１室あたり使用料

１，０００円
１，５００円
１０，０００円
３，０００円
２，０００円
３，０００円

３，０００円

１０，０００円
３，０００円
３００円
３００円

１，０００円
１，５００円

無料

利 用 時 間
９時～正午
１３時～１７時
１４時～翌１０時
１４時～翌１０時
９時～正午
１３時～１７時
１８時～２１時３０分
（宿泊者のみ利用可）
１４時～翌１０時
１４時～翌１０時
１４時～翌１０時
１４時～翌１０時
９時～正午
１３時～１７時
９時～１６時３０分

室 数
１８室

施 設 名
本 館（和室１０畳、定員６人）

午前
午後
宿泊
宿泊
午前
午後

夜間

宿泊
宿泊
宿泊
宿泊
午前
午後

日帰り（野外炊事場等）

施 設

宿泊室兼多目的室
（２０人用６室）

和室（５人用２室）

多目的ホール

キャビンＡ（２０人用２室）
キャビンＢ（８人用７棟、４人用１棟）
貸出テント（５人用）
テントサイト（１０区画）

工芸室

本

館


